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精
神
保
健
福
祉
総
合
相
談

時
①
７
月
８
日
㈮
②
９
月
26
日
㈪

　
③
11
月
30
日
㈬
④
令
和
５
年
１
月

６
日
㈮
⑤
３
月
３
日
㈮

場
保
健
セ
ン
タ
ー

内
精
神
科
医
と
県
東
部
保
健
所
ス

タ
ッ
フ
が
精
神
保
健
福
祉
に
関
す

る
相
談
に
対
応
し
ま
す
。

対
精
神
保
健
福
祉
お
よ
び
精
神
障
が

い
者
の
福
祉
に
関
し
、
悩
み
を
持

た
れ
て
い
る
人
と
そ
の
家
族
で
相

談
を
希
望
す
る
人

申
・
問
各
日
３
日
前
ま
で
に
県
東
部
保

健
所
福
祉
課
☎
９
２
０
・
２
０
８
７

高
次
脳
機
能
障
害
医
療
等
総
合
相
談
会

　

医
師
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
精

神
保
健
福
祉
士
、
家
族
会
相
談
員
が
、

高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る
相
談
に
総

合
的
に
対
応
し
ま
す
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
や
福
祉
制
度
、
家
族
の
関
わ
り

方
な
ど
に
つ
い
て
助
言
を
得
る
機
会
と

し
て
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

時
①
７
月
11
日
②
９
月
12
日
③
11
月

14
日
④
令
和
５
年
１
月
16
日
⑤
３

月
６
日
（
各
月
曜
日
）

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

場
県
東
部
総
合
庁
舎

　
（
沼
津
市
高
島
本
町
１
・
３
）

対
事
故
や
病
気
を
起
因
と
し
た
脳
の

損
傷
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
支
障

を
感
じ
て
い
る
人
お
よ
び
そ
の
家

族
な
ど

重
度
心
身
障
害
者
援
護
金
支
給
申
請

は
お
済
み
で
す
か

対
令
和
３
年
４
月
30
日
以
前
か
ら
現

在
も
引
き
続
き
市
内
在
住
の
人

（
障
が
い
者
施
設
、
介
護
保
険
施

設
な
ど
に
入
所
、
長
期
入
院
中
の

人
は
除
く
）
で
、
４
月
30
日
時
点

で
次
の
い
ず
れ
か
を
所
持
す
る
人

　

▼
身
体
障
害
者
手
帳
…
１
～
４
級

▼
療
育
手
帳
…
Ａ
、
Ｂ
（
一
部
の

該
当
者
）
▼
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
…
１
、
２
級

注
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送

で
申
請
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
９
８
３
・
２
６
１
２

お
知
ら
せ

図
書
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
６
月
の
休
館
日（
本
館・中
郷
分
館
）

時
６
日
㈪
、
13
日
㈪
、
20
日
㈪
、

　

27
日
㈪
、
30
日
㈭

※
状
況
に
よ
っ
て
図
書
館
の
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。電
話
ま
た
は
図
書
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▲図書館ホー
ムページ

「
市
長
が
語
る
２
０
２
２
三
島
」

　

市
長
が
次
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
ボ
イ
ス
・

キ
ュ
ー
（
Ｆ
Ｍ
77･

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
）
で

話
し
ま
す
。

時
午
後
０
時
40
分
か
ら
・
午
後
５
時

20
分
か
ら
（
５
分
間
）

※
過
去
の
放
送
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
Ｆ
Ｍ
市
長
室
」
掲
載

問
秘
書
課
☎
９
８
３
・
２
６
１
９

６月
13
日
㈪�

15
日
㈬
防
災
・
減
災
体
制
の
強
化

（
消
防
団
員
待
遇
改
善
な
ど
）

20
日
㈪�

22
日
㈬
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
実

2７
日
㈪�

29
日
㈬

学
校
教
育
の
支
援
お
よ
び

小
中
学
校
の
施
設
整
備

（
感
染
症
対
策
、
補
修
整

備
、
支
援
員
の
配
置
な
ど
）

７月
４
日
㈪�

６
日
㈬
企
業
立
地
推
進
事
業

■
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
募
集
中

　

図
書
館
本
館
の
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
に

広
告
を
出
し
ま
せ
ん
か
。
雑
誌
ス
ポ

ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
企
業

に
は
、
提
供
雑
誌
の
最
新
号
カ
バ
ー

と
雑
誌
架
に
広
告
を
掲
示
し
ま
す
。

※
詳
細
は
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
図
書
館
本
館
☎
９
８
３
・
０
８
８
０

問
図
書
館
中
郷
分
館

　

☎
９
８
２
・
５
１
０
２

福
祉

令
和
４
年
度
前
期
分

介
護
者
手
当
を
支
給
し
ま
す

　

在
宅
で
寝
た
き
り
な
ど
の
高
齢
者

を
介
護
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支
給

し
ま
す
。

対
６
月
30
日
㈭
時
点
で
６
カ
月
以
上

継
続
し
て
、市
に
住
民
票
が
あ
り
、

介
護
保
険
の
要
介
護
３
・
４
・
５

に
該
当
す
る
65
歳
以
上
の
人
と
同

居
し
、
か
つ
生
計
を
同
じ
く
し
て

在
宅
で
介
護
し
た
人

注
６
カ
月
の
期
間
中
に
１
カ
月
に
11
日

以
上
、入
院
・
入
所（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
を
含
む
）を
し
た
場
合
は
対
象
外

▲詳細・申請
　書はこちら

手
当
額　
５
万
円
※
９
月
末
支
給
予
定

持
①
介
護
を
受
け
て
い
る
人
の
介
護

保
険
被
保
険
者
証
②
介
護
者
の
認

め
印
と
振
込
口
座
が
わ
か
る
も
の

申
７
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮
ま
で
に
福

祉
総
務
課
に
備
付
け
の
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
を
直
接
福
祉
総
務
課

問
福
祉
総
務
課
☎
９
８
３
・
２
６
１
０

▲雑誌スポンサー
制度案内

申
・
問
各
日
１
週
間
前
ま
で
に
県
東

部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
福
祉
課

　

☎
９
２
０
・
２
０
８
７

注
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
必
須

問
課
税
課
☎
９
８
３
・
２
６
２
５
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【電子申請はこちらから】

QRQR と記載の記事は、このＱＲコードからオンライン申込みできます。
詳しくは、市ホームページ（https://www.city.mishima.shizuoka.jp/shinsei.html）

税
務
職
員
採
用
試
験
受
験
者
募
集

受
験
資
格　
▼
①
令
和
４
年
４
月
１

日
に
お
い
て
、
高
等
学
校
ま
た
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過

し
て
い
な
い
人
、
お
よ
び
令
和
５

年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込

み
の
人
▼
②
人
事
院
が
①
に
掲
げ

る
人
に
準
ず
る
と
認
め
る
人

試
験
日　
▼
第
１
次
：
９
月
４
日
㈰
▼

第
２
次
：
10
月
12
日
㈬
～
21
日
㈮
ま

で
の
う
ち
、い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

▲詳細・電
　子申請は
こちら

令
和
４
年
度
課
税（
所
得
）証
明
書
は

コ
ン
ビ
ニ
で
も
取
得
で
き
ま
す

■
課
税（
所
得
）証
明
書
発
行
時
期

令
和
３
年
度

　

６
月
８
日
㈬
午
後
11
時
ま
で

令
和
４
年
度

　

６
月
11
日
㈯
午
前
６
時
30
分
か
ら

注
▼
６
月
９
日
㈭
は
課
税（
所
得
）証
明

書
の
み
終
日
発
行
不
可
▼
６
月
10

日
㈮
は
全
証
明
書
終
日
発
行
不
可

対
令
和
４
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
証

明
書
の
取
得
日
ま
で
継
続
し
て
市

に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
▼
①
市
に
給
与

（
年
金
）支
払
元
か
ら
報
告
書
の
提

出
が
あ
っ
た
人
②
確
定
申
告
・
住

民
税
申
告
を
行
っ
た
人

■
発
行
可
能
店
舗（
専
用
端
末
設
置
）

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

国
民
年
金
付
加
保
険
料
制
度

　

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
に
加
え

て
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ

り
、
老
齢
基
礎
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ

る
制
度
で
す
。
付
加
保
険
料
を
納
め

る
た
め
に
は
申
し
込
み
が
必
要
で
あ

り
、
申
し
込
み
し
た
月
分
か
ら
付
加

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
人　
▼
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
（
免
除
制
度
利
用
者

を
除
く
）
▼
任
意
加
入
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
の
人
は
除
く
）

付
加
保
険
料
月
額　
４
０
０
円
（
定

額
保
険
料
月
額
１
万
６
５
９
０
円

に
上
乗
せ
し
て
納
め
ま
す
）

申
・
問
保
険
年
金
課
☎
９
８
３
・
２
６

０
６
、ま
た
は
日
本
年
金
機
構
三
島

年
金
事
務
所
☎
９
７
３
・
１
１
６
６

狩
猟
免
許
試
験

時
８
月
28
日
㈰
午
前
９
時

■
わ
な
猟

場
キ
ラ
メ
ッ
セ
沼
津

　
（
沼
津
市
大
手
町
１
・
１
・
４
）

■
第
一
種
銃
猟
・
第
二
種
銃
猟

場
富
士
総
合
庁
舎

　
（
富
士
市
本
市
場
４
４
１
・
１
）

■
網
猟

場
静
岡
総
合
庁
舎

　
（
静
岡
市
駿
河
区
有
明
町
２
・
20
）

申
詳
細
は
県
自
然
保
護
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
農
政
課
☎
９
８
３
・
２
６
５
４

▲詳細は
こちら

建
物
の
地
震
対
策
に
関
す
る
補
助
金

が
終
了
予
定
で
す

　

市
で
実
施
し
て
き
た
無
料
の
耐
震

診
断
事
業
は
令
和
６
年
度
を
も
っ
て

終
了
の
予
定
で
す
。

　

特
に
昭
和
56
年
以
前
の
建
物
（
い

わ
ゆ
る
旧
耐
震
物
件
）
は
、
現
在
の

耐
震
基
準
を
満
た
さ
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
旧
耐
震
の
基
準
で
建
築

し
た
木
造
住
宅
を
お
持
ち
の
人
は
、

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
住
宅
政
策
課
☎
９
８
３
・
２
６
４
４

※新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、掲載した事業を中止・延期�
または内容変更する場合があります。（最新情報は市ホームぺージでご確認ください。）

放
送
大
学
２
０
２
２
年
度

第
２
学
期
（
10
月
入
学
）
学
生
募
集

　

10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
年
代
、

約
９
万
人
の
学
生
が
大
学
を
卒
業
し

た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
学
ん
で
い
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
好
き
な
と
き
に
受

講
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

出
願
期
間　
①
６
月
10
日
㈮
～
８
月

31
日
㈬
②
９
月
１
日
㈭
～
13
日
㈫

※
詳
細
は
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
放
送
大
学
静
岡
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
９
８
９
・
１
２
５
３

問
生
涯
学
習
課
☎
９
８
３
・
０
８
８
１

▲詳細は
こちら

８
月
１
日
に
切
り
替
わ
る

国
民
健
康
保
険
証
の
受
け
取
り
方
法

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
国
民
健

康
保
険
証
を
普
通
郵
便
で
送
付
し
ま

す
が
、
直
接
受
け
取
り
た
い
場
合
は

申
請
が
必
要
で
す
。

受
取
日　
７
月
25
日
㈪
以
降

※
受
け
取
り
方
法
は
同
一
世
帯
で
同

じ
方
法
に
な
り
ま
す
。

持
保
険
証
（
手
続
き
は
同
一
世
帯
の

人
に
限
る
）

申
６
月
30
日
㈭
ま
で
に
保
険
年
金
課

（
市
役
所
本
館
１
階
）

問
保
険
年
金
課
☎
９
８
３
・
２
６
０
４

申
６
月
20
日
㈪
午
前
９
時
～
６
月
29

日
㈬（
受
信
有
効
）ま
で
に
電
子
申

請（
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

※
電
子
申
請
が
で
き
な
い
場
合
は
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ

問
名
古
屋
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

☎
０
５
２
・
９
５
１
・
３
５
１
１

問
課
税
課
☎
９
８
３
・
２
６
２
５

注
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
必
須

問
課
税
課
☎
９
８
３
・
２
６
２
５
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